
金沢市企業局 令和８年度水道水質検査計画 

 

 

金沢市では、市民の快適な暮らしを支える水道を安定供給するとともに、良質

な水道をご利用いただけるように努めています。水道原水、浄水、水道給水栓に

おける水質検査を合理的・効率的に実施するため令和８年度水質検査計画を策定

し、公表します。 

もとより、水質検査は、適切な浄水処理を実施する上で、水質基準の適合状況

を判断するために不可欠であり、水道水質管理上重要な役割を担っています。 

本計画を市民の皆様を始め、関係者の方々にご参考にしていただくとともに、

安全・安心な水道水の供給に努めていることをご理解いただければと思います。 

なお、本計画は、毎事業年度の始期前に作成し、金沢市企業局ホームページに

掲載するとともに、本計画に基づく検査結果についても公表することにしており、

広くご意見をいただき、次年度の計画に反映することにしています。 

また、令和４年６月より水道の水源から家庭の蛇口に至る統合的な水質管理を

行う「金沢市企業局水安全計画」を策定、運用を開始しており、より快適な水道

水の供給確保に努めています。 

 

ホームページアドレス https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/ 

                           

 

水質検査計画の内容 

 

１．基本方針 

２．水道事業の概要 

３．水道の原水の状況 

４．定期の水質検査 

５．臨時の水質検査 

６．水質検査方法 

７．自己検査と委託検査の区分 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

９．水質検査の精度及び信頼性の保証 

１０．関係者との連携 

 

 



１．基本方針 

本計画は、水道水が水道水質基準に適合し、安全であることを確認するため

の水質検査として、主として水道法第２０条に規定する「定期及び臨時の水質

検査」に基づき実施する内容を示すものです。 

金沢市は、末浄水場と犀川浄水場の自己水に県営水道からの受水を加え、市内

に給水しています。検査地点は、各配水系統の市内給水栓１３箇所、浄水４箇

所及び両浄水場原水２箇所の合計１９箇所とします。  

検査項目は、水質基準項目のほか、水質管理目標設定項目及び当市が独自に行

う項目（以下「独自項目」という）とし、その必要性に応じて年間の回数を設

定して検査します。 

 

 

（参考１）水質基準項目 

「水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）」に規定す

る項目で、水道水の飲用に係る安全性及び水道水の利用上や機能上の障害を考

慮した５２項目について、それぞれ基準値が設定されています。 

 

（参考２）水質管理目標設定項目 

厚生労働省通知により、「浄水中に一定の検出実績はあるが、毒性の評価が

暫定的であるため水質基準とされなかったもの、または、現在まで浄水中では

水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度

を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等、水質管理上、留意すべきも

のである」として示された項目で、２６項目（うち１項目は農薬で１1５成分）

について目標値が設定されています。 

 

（参考３）独自項目 

より安全で安心できる水道水を供給するために、当市が独自に判断し、検査

する項目です。 



２．水道事業の概要 

（１）事業実績（令和６年度） 

行政区域内人口（人） Ａ 453,584 

給水区域内人口（人） Ｂ 453,437 

給水人口（人）    Ｃ 452,034 

普及率（％）    Ｃ/Ａ 99.7 

取水量（m3/年） 55,411,283 

配水量（m3/年） 53,039,900 

１日最大配水量（m3/日） 172,675 

１日平均配水量（m3/日） 145,315 

有収率（％） 91.2 

水源 犀川ダム、内川ダム 

手取川（県営水道） 

浄水方法 緩速ろ過方式、急速ろ過方式 

 

（２）施設の概要 

①浄水場 

（イ）末浄水場 

所 在 地 金沢市末町１－１ 

敷地面積 77,604 ㎡ 

給水開始 昭和５年（緩速ろ過方式）、昭和４０年（急速ろ過方式）  

浄水能力 105,000 m3/日(緩速系; 40,000 m3/日 急速系; 65,000 m3/日) 

水 源 犀川ダム 有効貯水量 10,700千 m3、多目的ダム 

取水施設 上寺津ダム 

導水施設 導水路等 

浄水施設 着水井、フロック形成池、沈澱池、ろ過池、浄水池等 

使用薬品 凝 集 剤：ポリ塩化アルミニウム 

 アルカリ剤：水酸化ナトリウム 

 消 毒 剤：次亜塩素酸ナトリウム 

環境及び景観に優れた浄水場として、厚生省（当時）から昭和６０年に

“近代水道百選”に選ばれました。また、平成１３年に登録有形文化財

に、平成２０年には登録記念物にそれぞれ登録され、平成２２年２月に

国指定名勝に指定されました。 

 

 

 

 

 



（ロ）犀川浄水場 

所 在 地 金沢市末町１５－６０ 

敷地面積 49,055 ㎡ 

給水開始 昭和４８年 

浄水能力 100,000 m3/日(急速ろ過方式) 

水 源 内川ダム 有効貯水量 8,100千 m3、多目的ダム 

取水施設 取水堰堤及び取水門 

導水施設 導水路、分水槽等 

浄水施設 着水井、フロック形成池、沈澱池、ろ過池、浄水池等 

使用薬品 凝 集 剤：ポリ塩化アルミニウム 

 アルカリ剤：水酸化ナトリウム 

 消 毒 剤：次亜塩素酸ナトリウム 

 

 

②配水場 

大桑配水場、舘山配水場、大乗寺丘陵配水場、浅川配水場、四十万高区配

水場、四十万中配水場、犀川配水場、若松配水場。 

なお、四十万高区及び四十万中配水場では、石川県鶴来浄水場から水道水 

を受け入れ、市内に給水しています。 

 

３．水道の原水の状況 

（１）水源の状況 

末浄水場の水源である犀川ダムは、倉谷川と二又川が流入し、昭和４０年６

月に湛水開始以来、６０年経過しました。犀川浄水場の水源である内川ダムは、

昭和４８年５月に湛水開始以来、５２年が経過しました。両ダムとも流域の大

部分を森林が占めており、人為的な汚染はほとんどありません。 

両ダムとも、年３回水道水源の調査（内川ダムにおいては、冬季に一部項目

のみ追加調査）を行い、監視します。特に内川ダムでは、近年アオコの発生に

より、一部浄水処理に支障をきたすこともあったことから、今後は、より監視

体制を強化し、浄水処理に影響を与えないよう、機敏な対応に努めていきます。 

 

（２）取水口の状況 

末浄水場の取水口は、犀川ダムから約 5.5 km 下流に位置する上寺津ダムで

す。犀川浄水場の取水口は、内川ダムから約 1.5 km下流に位置する小原取水

口です。両浄水場とも原水濁度は約５度前後で、降雨時でも１００度を超える

ことは少ない状況です。 

 

 

 



４．定期の水質検査 

定期の水質検査計画は、下記のとおりです。 

表－１ 水質基準項目 

表－２ 水質管理目標設定項目 

表－３ 独自項目 

 

（１）検査地点 

①原水(２地点) 

末浄水場入口、犀川浄水場入口 

②浄水(４地点) 

末浄水場急速系出口、同緩速系出口、犀川浄水場出口及び四十万中配水場 

③給水栓(１３地点) 

各配水系統の市内給水栓（土清水、平和町、袋板屋町、鳴和台、八田町、

笠舞、泉野町、馬替、光が丘、西念、下安原町、粟崎町、みずき） 

 

（２）検査項目及び検査回数 

①毎日検査 

（イ）水質検査 

両浄水場浄水施設出口及び市内給水栓１２地点において、水道法施行規

則（第１５条第１項第１号）に規定されている色、濁り及び消毒の残留

効果に関する検査及び味、臭気に異常がないかを毎日検査します。 

（ロ）水質計器による監視 

原水、浄水について色度、濁度、アルカリ度、pH 値及び残留塩素を、

水質計器により常時監視します。 

 

②定期検査 

（イ） 水質基準項目の検査（表－１参照） 

○月１回検査 

原水、浄水及び市内給水栓について、水質基準項目５２項目のうち、

２１項目の検査は、毎月１回行います。（ただし、ジェオスミン及び２

－メチルイソボルネオールは、藻類が原因なので藻類発生時期のみ） 

○年４回検査 

水質基準項目のうち、月１回検査以外の３１項目の検査は、年４回行

います。 

 

 

 

 

 



（ロ）水質管理目標設定項目の検査（表－２参照） 

○月１回検査 

原水、浄水及び給水栓について、水質管理目標設定項目２６項目のう

ち、残留塩素及び水質基準項目と重複している項目と併せて６項目の検

査は、水質基準項目の検査に準じて、毎月１回行います。 

○年４回検査 

1,2-ジクロロエタン等９項目の検査は、年４回行います。 

○年２回検査 

アンチモン及びその化合物等９項目の検査は、年２回行います。農薬

類は、両浄水場の原水で農薬散布時期に合わせ検査します。 

○検査対象外 

亜塩素酸等２項目の検査は、消毒剤として使用していないので、検査

対象外とします。 

 

（ハ）独自項目の検査（表－３参照） 

○月１回検査 

原水で、富栄養化物質２項目及び水質管理上重要と思われる３項目の

計５項目の検査は、毎月１回行います。 

○年４回検査 

アルカリ度検査は、年４回行います。 

○年２回検査 

クリプトスポリジウム、ジアルジアの検査は、年２回行います。 

○年１回検査 

ダイオキシン類の検査は、年１回行います。 

 

５．臨時の水質検査 

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、速やかに臨

時の水質検査を行います。 

（１）水源の水質が著しく悪化または異常があったとき 

（２）水源付近、給水区域並びにその周辺において消化器系感染症が流行している 

とき 

（３）浄水過程において異常があったとき 

（４）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたと思われるとき 

（５）その他特に必要があると認められるとき 

 

 

 

 

 



６．水質検査方法 

水質基準項目は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る方法（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）」により行い、その他の項目は、

「水道基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水

質管理における留意事項について（平成１５年１０月１０日付健水発第１０１

０００１号）」及び「上水試験方法（日本水道協会編）」により行います。 

 

７．自己検査と委託検査の区分（表－１、２、３参照） 

水質検査は、原則として末浄水場の水質試験室において職員が行いますが、対

応できない一部の項目については、水道法第２０条第３項に基づき、厚生労働

大臣の登録を受けた者へ委託します。 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

（１）水質検査計画 

毎事業年度の始期前に策定し、金沢市企業局のホームページに掲載します。

なお、水質検査計画は必要に応じて毎年見直しを行います。 

 

（２）水質検査結果 

浄水及び給水栓の水質検査結果については、金沢市企業局のホームページに

掲載します。更新の頻度は毎月とします。また、詳細な検査結果は水質試験年

報を発行し、公表します。 

 

９．水質検査の精度及び信頼性の保証 

（１）水質検査の精度 

検査項目は、多種多様にわたり、項目によっては高度分析機器による微量成

分を測定するため、測定値にはその信頼性が求められます。このため、基準値

及び目標値の 1/10の定量下限値と精度（変動係数が金属類で 10％以内、その

他で 20％以内）が得られるような分析機器の整備と分析技術の向上に努めま

す。 

 

（２）外部精度管理への参加と信頼性確保 

外部精度管理に参加し、担当職員の技術向上を図るとともに評価を得るなど

信頼性の確保に努めます。 

 

１０．関係者との連携 

水源等で水質事故が発生した場合、関係機関と情報交換を図りながら現地調査

を行い、適正な浄水処理により水道水の安全を確保します。 



末

原

水

犀

川

原

水

末

緩

速

浄

水

末

急

速

浄

水

犀

川

浄

水

四

十

万

土

清

水

平

和

町

袋

板

屋

町

鳴

和

台

八

田

町

笠

舞

泉

野

町

馬

替

光

が

丘

西

念

下

安

原

町

粟

崎

町

み

ず

き

1 一般細菌 ○  100個/ml以下（注1） 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 大腸菌 ○ 不検出 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3 カドミウム及びその化合物 ○ 0.003mg/L以下 4 4 4 4 4 4

4 水銀及びその化合物 ○ 0.0005mg/L以下 4 4 4 4 4 4

5 セレン及びその化合物 ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4

6 鉛及びその化合物 ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 ヒ素及びその化合物 ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4

8 六価クロム化合物 ○ 0.02mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 亜硝酸態窒素 ○ 0.04mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ 10mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 フッ素及びその化合物 ○ 0.8mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 ホウ素及びその化合物 ○ 1.0mg/L以下 4 4 4 4 4 4

14 四塩化炭素 ○ 0.002mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 1,4-ジオキサン ○ 0.05mg/L以下 4 4 4 4 4 4

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ 0.04mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 ジクロロメタン ○ 0.02mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 テトラクロロエチレン ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

19 トリクロロエチレン ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

20
ﾍﾟﾙﾌﾛｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)(別名PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾛｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA) ○ 0.00005mg/L以下 4 4 4 4 4 4

21 ベンゼン ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

22 塩素酸 ○ 0.6mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

23 クロロ酢酸 ○ 0.02mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

24 クロロホルム ○ 0.06mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

25 ジクロロ酢酸 ○ 0.03mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

26 ジブロモクロロメタン ○ 0.1mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

27 臭素酸 ○ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

28 総トリハロメタン ○ 0.1mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

29 トリクロロ酢酸 ○ 0.03mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 ブロモジクロロメタン ○ 0.03mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

31 ブロモホルム ○ 0.09mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

32 ホルムアルデヒド ○ 0.08mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

33 亜鉛及びその化合物 ○ 1.0mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

34 アルミニウム及びその化合物 ○ 0.2mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

35 鉄及びその化合物 ○ 0.3mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

36 銅及びその化合物 ○ 1.0mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

37 ナトリウム及びその化合物 ○ 200mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

38 マンガン及びその化合物 ○ 0.05mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

39 塩化物イオン ○ 200mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

40 カルシウム、マグネシウム等（硬度) ○ 300mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

41 蒸発残留物 ○ 500mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

42 陰イオン界面活性剤 ○ 0.2mg/L以下 4 4 4 4 4 4

43 ジェオスミン ○ 0.00001mg/L以下 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

44 2-メチルイソボルネオール ○ 0.00001mg/L以下 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

45 非イオン界面活性剤 ○ 0.02mg/L以下 4 4 4 4 4 4

46 フェノール類 ○ 0.005mg/L以下 4 4 4 4 4 4

47 有機物（全有機炭素(TOC)の量） ○ 3mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

48 pH値 ○ 5.8以上8.6以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

49 味 ○ 異常でないこと 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

50 臭気 ○ 異常でないこと 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

51 色度 ○ 5度以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

52 濁度 ○ 2度以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

※注1：1mlの検水で形成される集落数が100以下

給水栓浄水

表－１　水質基準項目の年間検査回数及び自己検査と委託検査の区別

No. 項目
委
託

自
己

原水

基準値



末

原

水

犀

川

原

水

末

緩

速

浄

水

末

急

速

浄

水

犀

川

浄

水

四

十

万

土

清

水

平

和

町

袋

板

屋

町

鳴

和

台

八

田

町

笠

舞

泉

野

町

馬

替

光

が

丘

西

念

下

安

原

町

粟

崎

町

み

ず

き

1 アンチモン及びその化合物 ○ 0.02mg/L以下 2 2 2 2 2 2

2 ウラン及びその化合物 ○ 0.002mg/L以下(暫定) 2 2 2 2 2 2

3 ニッケル及びその化合物 ○ 0.02mg/L以下 2 2 2 2 2 2

4 欠　　　　番

5 1,2-ジクロロエタン ○ 0.004mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 欠　　　　番

7 欠　　　　番

8 トルエン ○ 0.4mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ○ 0.08mg/L以下 2 2 2 2 2 2

10 亜塩素酸(注1) 0.6mg/L以下

11 欠　　　　番

12 二酸化塩素(注1) 0.6mg/L以下

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ○ 0.01mg/L以下(暫定) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 抱水クロラール ○ 0.02mg/L以下(暫定) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 農薬類 ○ 1(注2) 2 2

16 残留塩素 ○ 1mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度) ○  10mg/L以上100mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

18 マンガン及びその化合物 ○ 0.01mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

19 遊離炭酸 ○ 20mg/L以下 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 1,1,1-トリクロロエタン ○ 0.3mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21 ﾒﾁﾙ-t -ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ○ 0.02mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

22 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） ○ 3mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

23 臭気強度（TON) ○ 3以下 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 蒸発残留物 ○  30mg/L以上200mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

25 濁度 ○ 1度以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

26 pH値 ○ 7.5程度 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

27 腐食性（ランゲリア指数） ○ -1～0(注3) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

28 従属栄養細菌 ○  2000個/ml以下（注4） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

29 1,1-ジクロロエチレン ○ 0.1mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 アルミニウム及びその化合物 ○ 0.1mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

※注1：消毒剤として使用していないため、検査なし

※注2：農薬ごとの検出値と目標値の比の和として、１以下

※注3：-1以上とし、極力０に近づける

※注4：1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）

表－２　水質管理目標設定項目の年間検査回数及び自己検査と委託検査の区別
原水 浄水

No. 項目
委
託

自
己

給水栓

目標値



末

原

水

犀

川

原

水

末

緩

速

浄

水

末

急

速

浄

水

犀

川

浄

水

四

十

万

土

清

水

平

和

町

袋

板

屋

町

鳴

和

台

八

田

町

笠

舞

泉

野

町

馬

替

光

が

丘

西

念

下

安

原

町

粟

崎

町

み

ず

き

犀

川

ダ

ム

内

川

ダ

ム

1 水温 ○ 3 3

2 色度 ○ 3 3

3 濁度 ○ 3 3

4 浮遊物質量 ○ 3 3

5 ｐH値 ○ 3 3

6 溶存酸素 ○ 3 3

7 有機物（全有機炭素(TOC)の量） ○ 3 3

8 生物化学的酸素要求量 ○ 3 3

9 全窒素 ○ 12 12 3 3

10 全リン ○ 12 12 3 3

11 アルカリ度 ○ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

12 カルシウム ○ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 電気伝導率 ○ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 3

14 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ 3 3

15 アンモニア態窒素 ○ 3 3

16 硫酸イオン ○ 3 3

17 溶存鉄 ○ 3 3

18 溶存マンガン ○ 3 3

19 クロロフィル ○ 3 3

20 大腸菌 ○ 3 3

21 嫌気性芽胞菌 ○ 12 12 3 3

22 藻類 ○ 3 3

23 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ,ｼﾞｱﾙｼﾞｱ ○ 不検出 2 2 2 2 2

24 ダイオキシン類（要検討項目） ○ 1pgTEQ/L(注2) 1 1 1

※注1：犀川ダム（ダム前定点、二又川、倉谷川、上寺津取水口４地点）、内川ダム（ダム前定点、菊水、堂大橋、小原取水口４地点）

※注2：TEQは各異性体を等価毒性で評価したもの

目標値等

原水 参考（注1）

表－３　金沢市独自項目の年間検査回数及び自己検査と委託検査の区別
浄水 給水栓

No. 項目
自
己

委
託


